評価点の算出方法について

１　技術点及び価格点（構築経費点と運用保守経費点）の配分
技術点及び価格点については、下表の区分ごとに小数第２位まで算出する。
	区分
	技術点
	価格点

	比率
	８０％
	２０％

	配点
	１２０点
	３０点



２　技術点の評価方法（１２０点）
　(1) 評価表に基づき、審査委員が各項目の配点により採点し、事業者ごとに合計点を算出する。
　(2) (1)で算出した各審査委員の業者ごとの合計点の平均を算定する。
　(3) 技術点の評価項目は下記のとおり
　　・業務の実施体制
・過去のシステム導入実績
・システム機能の要件
・システムの操作性
・システムの安全性
・システム運用保守業務におけるサポート体制
・システム運用保守業務における障害対応等の内容
・業務実施スケジュール、その他業務遂行上有益な提案事項

３　価格点の評価方法（３０点）
　価格点の配分×	（１－見積金額／提案上限額）
　３０点×（１－見積金額／６，７００，０００円）
[bookmark: _Hlk508832359]※見積金額は、消費税相当分として１０％を含んだ額とする。

４　総合評価の方法
　(1) 総合評価点
　　＝技術点（審査委員の平均点）＋価格点
　(2) 総合評価点の最高値が同点となる提案事業者が複数ある場合は、当該事業者に対する委員長及び委員の多数決により決する。

５　小数点未満の値の扱い
　　評価点を算出する場合において、小数点未満の端数を生じたときは、小数第３位の数値を四捨五入する。
